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議案説明書 

総合政策部 市民税課 

提出議会：令和５年第１回定例会 

 

１ 案件名 

  議案第３０号 佐野市国民健康保険税条例の改正について 

 

 

２ 概要 

国民健康保険税の課税限度額及び税率等を改め、並びに所要の規定を整備する。 

 

 

３ 理由及び趣旨、目的、内容等 

(１)課税限度額の見直し（第２条、第２１条第１項各号列記以外の部分） 

地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度

額を６５万円（現行６３万円）に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度

額を２０万円（現行１９万円）にそれぞれ引き上げる。 

(２)基礎課税額分に係る税率の見直し（第３条、第５条、第５条の２、第２１条第

１項第１号～第３号、第２１条第２項） 

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）の財政状況を考慮し、国民健康保険

税の基礎課税額に係る所得割額の税率を６.０％（現行６.６％）に、被保険者

均等割額を被保険者１人について２万２,２００円（現行２万５,２００円）に、

世帯別平等割額のうち特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯について１万５,

６００円（現行１万８,０００円）、特定世帯について７,８００円（現行９,０

００円）、特定継続世帯について１万１,７００円（現行１万３,５００円）にそ

れぞれ引き下げる。 

(３)地方税法の改正に伴う所要の規定の整備（附則第１０項） 

地方税法の改正に伴い「同条」を「同項」に修正する。 

 

 

４ その他の事項 

  施行日 令和５年４月１日 

 

  


